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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に超音波プローブを接続するプローブコネクタが配置された装置本体と、
　前記装置本体の前面側に前記装置本体上方から前記プローブコネクタを覆うように配置
された固定操作パネルと、
　前記固定操作パネルと前記プローブコネクタとの間に位置する可動操作ボードと、
　前記可動操作ボードが前記固定操作パネルに対して下方に収納される収納位置と、前記
可動操作ボードが前記固定操作パネルの下から手前側に引き出される使用位置とを移動可
能に前記可動操作ボードを案内支持する案内支持部材と、
　前記可動操作ボードが使用位置に移動したときには、前方の使用位置に移動した可動操
作ボードの上面を照明する方向に向けられ、前記可動操作ボードが収納位置に移動したと
きには、前記固定操作パネルの下方に位置する前記プローブコネクタを照明する方向に向
けられる照明部とを備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前面に超音波プローブを接続するプローブコネクタが配置された装置本体と、
　前記装置本体の前面側に前記装置本体上方から前記プローブコネクタを覆うように配置
された固定操作パネルと、
　前記固定操作パネルと前記プローブコネクタとの間に位置する可動操作ボードと、
　前記可動操作ボードが前記固定操作パネルに対して下方に収納される収納位置と、前記
可動操作ボードが前記固定操作パネルの下から手前側に引き出される使用位置とを移動可
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能に前記可動操作ボードを案内支持する案内支持部材と、
　少なくとも一端が前記固定操作パネルの前方側面に前記固定操作パネルと相互に回転可
能に取り付けられ、他端が前記案内支持部の前方側面に前記案内支持部と相互に回転可能
に取り付けられ、前記案内支持部材を前記固定操作パネルの下方に支持するリンク部材と
、
　前記リンク部材に固定され、前記リンク部材が前記他端を軸に後方に回転したときに、
前方の前記使用位置に移動した可動操作ボードの上面を照明する方向に向けられ、前記リ
ンク部材が前記他端を軸に前記案内支持部材の前方に回転したときに、前記固定操作パネ
ルの下方に位置する前記プローブコネクタを照明する方向に向けられる照明部とを備えた
超音波診断装置。
【請求項３】
　前面に超音波プローブを接続するプローブコネクタが配置された装置本体と、
　前記装置本体の前面側に前記装置本体上方から前記プローブコネクタを覆うように配置
された固定操作パネルと、
　前記固定操作パネルと前記プローブコネクタとの間に位置する可動操作ボードと、
　前記可動操作ボードが前記固定操作パネルに対して下方に収納される収納位置と、前記
可動操作ボードが前記固定操作パネルの下から手前側に引き出される使用位置とを移動可
能に前記可動操作ボードを案内支持する案内支持部材と、
　一端が前記可動操作ボードに係止され、前記一端を軸に上方に付勢され、前記可動操作
ボードが前記使用位置に移動したときに付勢により上方に回転し、前記可動操作ボードが
前記収納位置に移動したときに前記固定操作パネルに抑え込まれることで下方に回転する
レバーと、
　前記レバーの他端に固定され、前記レバーが上方に回転したときに、前方の前記使用位
置に移動した可動操作ボードの上面を照明する方向に向けられ、前記レバーが下方に回転
したときに、前記固定操作パネルの下方に位置する前記プローブコネクタを照明する方向
に向けられる照明部とを備えた超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は引き出し式の可動操作ボード（例えば、キーボード）を備えた超音波診断装置
に関し、特に比較的暗い場所での使用を想定した超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波プローブを介して被検者へ超音波を送出するとともに被検者からのエコー信号を
受信し、このエコー信号に基づき超音波画像を得て被検者内の検査を行う超音波診断装置
が、医療分野において広く用いられている。そして、超音波診断装置には、検査部位や被
検者の状態など診断目的に応じて適切な超音波プローブを交換して使用できるように、複
数種の超音波プローブが装着可能となっているものが多い。例えば特許文献１には、複数
種の超音波プローブが装着可能な超音波診断装置の例が開示されている。
【０００３】
　各超音波プローブは超音波診断装置本体に対して、コネクタ（以降は超音波プローブの
コネクタを「プローブコネクタ」と呼ぶ）を介して着脱自在となっており、例えば３種類
の超音波プローブを超音波診断装置本体に対してプローブコネクタで接続しておき、超音
波診断装置本体側でスイッチの切替え操作をすることによって、任意の超音波プローブを
選択的に使用可能にすることができる。これらプローブコネクタに接続された状態にある
超音波プローブをアクティブ超音波プローブと称している。
【０００４】
　一方、検査でプローブコネクタの数以上の超音波プローブを使用する場合、現在はプロ
ーブコネクタに接続されていないものの、プローブコネクタで接続さえすれば即座に使用
可能となる超音波プローブを何本か備えている場合もあり、このような超音波プローブを
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スタンバイ超音波プローブと称している。比較的使用頻度の少ないものがスタンバイ超音
波プローブとなり、ダミーコネクタと呼ばれる電源が供給されていないコネクタに接続さ
れて保管され、必要に応じてアクティブ超音波プローブと交換して使用されることになる
。
【０００５】
　プローブコネクタや心電図モニタのコネクタ又はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒ
ｉａｌ　Ｂｕｓ）コネクタなど診断に使用する可能性がある機器もしくは機器のコネクタ
は、超音波診断装置本体の前面に配置されていることが多い。これは、側面にコネクタを
配置すると、装置本体をベッドの脇に配置して超音波診断を行う場合、該コネクタに接続
された機器もしくは機器のケーブルがベッドもしくはベッド上の患者と干渉してしまうか
らである。
【０００６】
　また、プローブコネクタなど診断に使用する可能性がある機器もしくは機器のコネクタ
を超音波診断装置の前面に配置する場合、該機器もしくは機器のコネクタは超音波診断装
置の前面上部に配置された固定操作パネルの下方に配置されていることが多い。これは、
該コネクタに接続された該機器もしくは機器のケーブルが、操作者による固定操作パネル
への操作に干渉することを避けるためである。
【０００７】
　一方で、従来の超音波診断装置には、超音波画像の取得に係る操作を行う固定操作パネ
ルとは別に、患者情報の入力を行うために可動操作ボード（例えば、キーボード）が設け
られている場合がある。特に装置全体を小型化した超音波診断装置は、装置本体の奥行き
を短くすることを目的に、引き出し式の可動操作ボードが採用されている場合がある。
【０００８】
　このような可動操作ボードには、可動操作ボード上を照明するＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の照明部、又は、可動操作ボード上のキー自体が発光す
る機構が設けられている場合がある。これは、超音波診断装置による検査が比較的暗い場
所で行われることが多いためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－０２６０４６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　固定操作パネルの下方に位置する装置本体前面に配置されたプローブコネクタ等の診断
に使用する機器もしくは機器のコネクタは、上部に該機器もしくは機器のコネクタを覆う
ように固定操作パネルが配置されており、光がさえぎられるため超音波診断装置の周辺よ
り暗い。それにも関わらず、該機器もしくは機器のコネクタを照明する機構が設けられて
いないため、比較的暗い場所では、プローブを交換する際にプローブの種類やプローブコ
ネクタを判別することがきわめて困難であった。
【００１１】
　上記問題に対して、プローブコネクタを照明するための照明部を新たに設けることも可
能であるが、この場合、新たに照明部を設けることにより配線が複雑化するという別の問
題が発生する。
【００１２】
　本発明は上記の問題を解決するものであり、一つの照明部で可動操作ボードと固定操作
パネル下部に位置する装置本体前面を照明することで、配線を複雑化することなく、比較
的暗い場所でもプローブコネクタ等の診断に使用する機器もしくは機器のコネクタを視認
可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、前面に超音波プローブを接続す
るプローブコネクタが配置された装置本体と、前記装置本体の前面側に前記装置本体上方
から前記プローブコネクタを覆うように配置された固定操作パネルと、前記固定操作パネ
ルと前記プローブコネクタとの間に位置する可動操作ボードと、前記可動操作ボードが前
記固定操作パネルに対して下方に収納される収納位置と、前記可動操作ボードが前記固定
操作パネルの下から手前側に引き出される使用位置とを移動可能に前記可動操作ボードを
案内支持する案内支持部材と、前記可動操作ボードが使用位置に移動したときには、前方
の使用位置に移動した可動操作ボードの上面を照明する方向に向けられ、前記可動操作ボ
ードが収納位置に移動したときには、前記固定操作パネルの下方に位置する前記プローブ
コネクタを照明する方向に向けられる照明部とを備えたことを特徴とする超音波診断装置
である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、固定操作パネルの下方に位置するプローブコネクタ等の診断中に使用
する機器もしくは機器のコネクタの照明と、可動操作ボードを照明する照明部とが兼用さ
れる。これにより、照明部及び照明部への配線が１か所に集約され、さらに可動操作ボー
ドの上面とプローブコネクタを含む診断中に使用する機器もしくは機器のコネクタとの双
方を照明することが可能となるため、比較的暗い場所でもプローブコネクタを含む該機器
もしくは機器のコネクタの視認が可能となる。
【００１５】
　さらに、照明部による照明を行った際に、可動操作ボードの位置に応じて、その形態に
対応した操作対象が照明されるため、操作者に操作対象の位置をガイドすることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置の断面図である。（ａ）は可動操作ボード
を収納位置に収納した形態を示し、（ｂ）は可動操作ボードを使用位置に引き出した形態
を示している。
【図２】図１（ａ）の矢印ＩＩの方向からの拡大矢視図である。
【図３】第１の実施形態に係る超音波診断装置における操作ユニットの駆動を説明するた
めの略断面図である。（ａ）は可動操作ボードを収納した形態を示している。（ｂ）は（
ａ）の形態から案内支持部材を固定操作パネル下部前方に引き出した形態を示している。
（ｃ）は（ｂ）の形態から可動操作ボードを引き出した形態を示している。
【図４】図３（ｃ）の矢印ＩＶの方向からの矢視図である。
【図５】第２の実施形態に係る超音波診断装置の断面図である。（ａ）は可動操作ボード
を収納した形態を示し、（ｂ）は可動操作ボードを引き出した形態を示している。
【図６】第２の実施形態に係る超音波診断装置における操作ユニットの駆動を説明するた
めの断面図である。（ａ）は可動操作ボードを収納した形態を示している。（ｂ）は（ａ
）の形態から可動操作ボードの一部を固定操作パネルの下部から引き出した形態を示して
いる。（ｃ）は（ｂ）の形態からさらに可動操作ボードを引き出した形態を示している。
【図７】図６（ｃ）の矢印ＶＩＩの方向からの矢視図である。
【図８】図６（ｃ）の矢印ＶＩＩＩの方向からの矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態に係る超音波診断装置について、図１を参照しながら説明する。
【００１８】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、前面に超音波プローブ４を接続するプローブコネ
クタ３が配置された装置本体１と、表示部５と、固定操作パネル２０１と、可動操作ボー
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ド２４０とで構成される。
【００１９】
　装置本体１の前面には超音波プローブ４を接続するプローブコネクタ３が設けられてい
る。図２は、図１（ａ）の矢印ＩＩの方向からの拡大矢視図である。図２に示すように、
プローブコネクタ３は複数設けられている場合があり、この他にダミーコネクタやその他
のコネクタ（図示しない）も装置本体１の前面に配置されている。
【００２０】
　装置本体１の上方には、超音波画像を表示する表示部５が載置されている。超音波プロ
ーブ４で取得したエコー信号はプローブコネクタ３を介して装置本体１に入力され、装置
本体１内に内蔵された信号処理部や画像生成部（図示しない）により、超音波画像に変換
され、表示部５に表示される。
【００２１】
　固定操作パネル２０１は、表示部５の前方かつ装置本体１の前面上方に、プローブコネ
クタ３を覆うように配置されている。固定操作パネル２０１は、超音波検査の実施時に恒
常的に使用する機能、例えば、超音波画像の取得やフリーズ等の機能が割り当てられたボ
タン等の操作手段が配置されている。固定操作パネル２０１上には、照明部２２０による
照明のＯＮ／ＯＦＦを切替える照明スイッチが設けられている（照明部２２０については
後述する）。
【００２２】
　可動操作ボード２４０は、固定操作パネル２０１の下方、かつ、固定操作パネル２０１
と前記プローブコネクタ３との間に配置されている。可動操作ボード２４０は、患者情報
等の可変の情報を入力する入力手段であり、代表的なものとしてキーボードがあげられる
。可動操作ボード２４０は、必要に応じて使用する入力手段であり、未使用時は図１（ａ
）に示すように固定操作パネル２０１の下方に収納され、使用時には図１（ｂ）に示すよ
うに固定操作パネル２０１の下方から引き出して使用される。なお、本説明では、固定操
作パネル２０１及び可動操作ボード２４０を含むユニットを操作ユニット２と呼ぶ。
【００２３】
　操作ユニット２には、操作ユニット２の形態に連動して照明する方向が変化する照明部
２２０（詳細は後述する）が設置されている。可動操作ボード２４０を固定操作パネル２
０１の下方に収納したときには、照明部２２０は、固定操作パネルの下方に位置するプロ
ーブコネクタ３を照明する方向に向けられる（図１（ａ）参照）。可動操作ボード２４０
を固定操作パネル２０１の下方から引き出したときには、照明部２２０は、可動操作ボー
ド２４０の上面を照明する方向に向けられる（図１（ａ）参照）。照明部２２０を含め操
作ユニット２の具体的な構成について以降で説明する。
【００２４】
　操作ユニット２の具体的な構成について図３及び図４を参照して説明する。図３は、第
１の実施形態に係る超音波診断装置における操作ユニット２の駆動を説明するための断面
図である。図３（ａ）は可動操作ボード２４０を収納した形態を示している。図３（ｂ）
は図３（ａ）の形態から案内支持部材２３０（詳細は後述する）を固定操作パネル２０１
の下部前方に引き出した形態を示している。図３（ｃ）は図３（ｂ）の形態から可動操作
ボード２４０を引き出した形態を示している。図４は、図３（ｃ）の矢印ＩＶの方向から
の矢視図である。なお、図４において、（）により囲われた番号が付された部材は、併記
した（）のない番号が付された部材の裏側に位置することを示している。
【００２５】
　まず、操作ユニット２の構成の概要について説明する。固定操作パネル２０１の下方に
は、可動操作ボード２４０が、案内支持部材２３０とフロントリンク部材２１２とにより
両側面から支持されている（図４参照）。このとき可動操作ボード２４０は、案内支持部
材２３０に沿って移動可能に案内される。固定操作パネル２０１とフロントリンク部材２
１２、及び、フロントリンク部材２１２と案内支持部材２３０はそれぞれ互いに回転可能
に取り付けられ、固定操作パネル２０１とフロントリンク部材２１２と案内支持部材２３
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０とでリンク機構を構成している。フロントリンク部材２１２には照明部２２０が固定さ
れており、照明部２２０はフロントリンク部材２１２の回転にあわせて異なる方向に向け
られる。可動操作ボード２４０を固定操作パネル２０１の下方に押し込んだときには、フ
ロントリンク部材２１２が回転軸２１４を軸に案内支持部材２３０の前方に回転し倒れ、
照明部２２０が固定操作パネル２０１の下方に位置するプローブコネクタ３を照明する方
向に向けられる（図３（ａ）参照）。可動操作ボード２４０を固定操作パネル２０１の下
方から引き出したときには、フロントリンク部材２１２が回転軸２１４を軸に案内支持部
材２３０の後方に回転し起き、照明部２２０が引き出された可動操作ボード２４０の上面
を照明する方向に向けられる（図３（ｃ）参照）。以降で操作ユニット２を構成する各部
の詳細について具体的に説明する。
【００２６】
　案内支持部材２３０は、図４に示すように、略コ字型の断面形状を有し、可動操作ボー
ド２４０の両側面と嵌合することで、可動操作ボード２４０を固定操作パネル２０１の下
方に支持する。
【００２７】
　可動操作ボード２４０は、案内支持部材２３０により、固定操作パネル２０１に対して
下方に収納される位置（図３（ｂ）参照、以降はこの位置を「収納位置」と呼ぶ）と、可
動操作ボード２４０が固定操作パネル２０１の下から手前側に引き出される位置（図３（
ｃ）参照、以降はこの位置を「使用位置」と呼ぶ）との間を移動可能に案内される。可動
操作ボード２４０の具体的な動作については後述する。
【００２８】
　フロントリンク部材２１２は、少なくとも一端が固定操作パネル２０１の前方側面に固
定された支持部材２１１と回転軸２１３を軸に相互に回転可能に取り付けられている。ま
たフロントリンク部材２１２は、他端が案内支持部材２３０の前方側面に、回転軸２１４
を軸に案内支持部材２３０と相互に回転可能に取り付けられており、案内支持部材２３０
を固定操作パネル２０１の下方に支持する。これにより、固定操作パネル２０１と、フロ
ントリンク部材２１２と、案内支持部材２３０とでリンク機構が構成される。
【００２９】
　案内支持部材２３０を後方に押し込む力が働くと、該リンク機構により、案内支持部材
２３０は固定操作パネル２０１の下方後方側に後退揺動する（図３（ａ）参照）。この案
内支持部材２３０が後退揺動した位置を後退揺動位置と呼ぶ。
【００３０】
　このとき、フロントリンク部材２１２が回転軸２１４を軸に案内支持部材２３０の前方
に回転し倒れ、フロントリンク部材２１２の回転軸２１４側の一端は、回転軸２１３を軸
に後方に回転する。
【００３１】
　また、案内支持部材２３０を前方に引き出す力が働くと、該リンク機構により、案内支
持部材２３０は固定操作パネル２０１の下方前方側に前進揺動する（図３（ｂ）参照）。
この案内支持部材２３０が前進揺動した位置を前進揺動位置と呼ぶ。
【００３２】
　このとき、フロントリンク部材２１２が回転軸２１４を軸に後方に回転し起き上がり、
フロントリンク部材２１２の回転軸２１４側の一端は、回転軸２１３を軸に前方に回転す
る。
【００３３】
　照明部２２０は、図４に示すように、フロントリンク部材２１２に架設され固定された
シャフト部材２１９の外周側面に固定されており、フロントリンク部材２１２の回転に連
動して異なる方向に向けられる。
【００３４】
　フロントリンク部材２１２が回転軸２１４を軸に後方に回転したときには、シャフト部
材２１９がフロントリンク部材２１２に連動して回転し、照明部２２０は、前方の使用位
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置に移動した可動操作ボード２４０の上面を照明する方向に向けられる。
【００３５】
　またフロントリンク部材２１２が回転軸２１４を軸に案内支持部材２３０の前方に回転
したときには、シャフト部材２１９がフロントリンク部材２１２に連動して回転し、照明
部２２０は、固定操作パネル２０１の下方に位置するプローブコネクタ３を照明する方向
に向けられる。
【００３６】
　このとき、照明部２２０が収納位置に移動した可動操作ボード２４０の前端部よりも前
方に移動するため、固定操作パネル２０１の下方に位置するプローブコネクタ３等の診断
中に使用する機器もしくは機器のコネクタを照明することが可能となる。
【００３７】
　リアリンク部材２１６は、少なくとも一端が固定操作パネル２０１の後方側面に固定さ
れた支持部材２１５と回転軸２１７を軸に相互に回転可能に取り付けられている。またリ
アリンク部材２１６は、他端が案内支持部材２３０の後方側面に、回転軸２１８を軸に案
内支持部材２３０と相互に回転可能に取り付けられており、フロントリンク部材２１２と
同様に案内支持部材２３０を固定操作パネル２０１の下方に支持する。
【００３８】
　リアリンク部材２１６は、フロントリンク部材２１２とともに、案内支持部材２３０を
前進揺動位置と後退揺動位置との間で揺動可能に案内支持する。このとき、リアリンク部
材２１６は、フロントリンク部材２１２の後方に位置し、フロントリンク部材２１２と同
様に動作する。
【００３９】
　ロック支持部材２５０は、図３（ａ）～図３（ｃ）に示すように、固定操作パネル２０
１の後方側面に固定されている。ロック支持部材２５０にはロック部材設置溝２５１が設
けられており、ロック部材設置溝２５１は回転軸２１８の軸凸部と嵌合している。リアリ
ンク部材２１６が回転軸２１７を軸に回転する範囲はロック部材設置溝２５１の範囲に制
限され、これにより、案内支持部材２３０が揺動する範囲が、前進揺動位置と後退揺動位
置の範囲に制限される。
【００４０】
　ロック部材設置溝２５１の前方側のへりには、案内支持部材２３０が前進揺動位置に移
動したときに、回転軸２１８の軸凸部を前方に支持する位置に前進揺動位置ロック部材２
５２が取り付けられている（図３（ｂ）を参照）。前進揺動位置ロック部材２５２は、例
えば板ばねで構成すると良い。
【００４１】
　案内支持部材２３０を前進揺動位置に移動させるときには、案内支持部材２３０を前方
に引き出したときに、前進揺動位置ロック部材２５２により回転軸２１８の軸凸部が後方
に支持された状態から、前方にさらに荷重をかけるように案内支持部材２３０を引き出す
。これにより、回転軸２１８の軸凸部が前進揺動位置ロック部材２５２を乗り上げ前方に
通過する。同様に、案内支持部材２３０を前進揺動位置から移動させるときには、後方に
さらに荷重をかけるように案内支持部材２３０を押し込むことになる。
【００４２】
　ロック部材設置溝２５１の後方側のへりには、案内支持部材２３０が後退揺動位置に移
動したときに、回転軸２１８の軸凸部を後方に支持する位置に後退揺動位置ロック部材２
５３が取り付けられている（図３（ａ）を参照）。後退揺動位置ロック部材２５３は、例
えば板ばねで構成すると良い。
【００４３】
　案内支持部材２３０を後退揺動位置に移動させるときには、案内支持部材２３０を後方
に押し込んだときに、後退揺動位置ロック部材２５３により回転軸２１８の軸凸部が前方
に支持された状態から、後方にさらに荷重をかけるように案内支持部材２３０を押し込む
。これにより、回転軸２１８の軸凸部が後退揺動位置ロック部材２５３を乗り上げ後方に
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通過する。同様に、案内支持部材２３０を後退揺動位置から移動させるときには、前方に
さらに荷重をかけるように案内支持部材２３０を引き出すことになる。
【００４４】
　可動操作ボード２４０の具体的な動作について図３（ｂ）及び図３（ｃ）を参照しなが
ら説明する。案内支持部材２３０と可動操作ボード２４０の間は固定されておらず、可動
操作ボード２４０を案内支持部材２３０に沿って案内位置と使用位置との間で移動させる
ことが可能である。つまり、可動操作ボード２４０は、案内支持部材２３０により、収納
位置と使用位置との間を移動可能に案内される。
【００４５】
　案内支持部材２３０の前方には可動操作ボード２４０の側面と嵌合する側にはストッパ
ーピン２３１が設けられている。また、可動操作ボード２４０の両側面には位置制限用溝
２４１が設けられている。位置制限用溝２４１はストッパーピン２３１と嵌合しており、
これにより、案内支持部材２３０に沿った可動操作ボード２４０の移動は収納位置と使用
位置との間に制限される。
【００４６】
　位置制限用溝２４１の前方側には収納位置制限部２４２が設けられている。可動操作ボ
ード２４０は、この収納位置制限部２４２とストッパーピン２３１により収納位置よりさ
らに後方への移動が制限される（図３（ｂ）を参照）。
【００４７】
　また、位置制限用溝２４１の後方側に使用位置制限部２４３が設けられている。可動操
作ボード２４０は、この使用位置制限部２４３とストッパーピン２３１により使用位置よ
りさらに前方への移動が制限される（図３（ｃ）を参照）。
【００４８】
　位置制限用溝２４１の前方側のへりには、可動操作ボード２４０が収納位置に移動した
ときに、ストッパーピン２３１を前方に支持する位置に収納位置戻り止め部材２４４が取
り付けられている（図３（ｂ）を参照）。収納位置戻り止め部材２４４は、例えば板ばね
で構成すると良い。
【００４９】
　ストッパーピン２３１を収納位置に移動させるときには、可動操作ボード２４０を後方
に押し込んだときに、収納位置戻り止め部材２４４によりストッパーピン２３１が前方に
支持された状態から、後方にさらに荷重をかけるように可動操作ボード２４０を押し込む
。これにより、ストッパーピン２３１が収納位置戻り止め部材２４４を乗り上げ後方に通
過する。同様に、可動操作ボード２４０を収納位置から移動させるときには、前方にさら
に荷重をかけるように可動操作ボード２４０を引き出すことになる。
【００５０】
　同様に位置制限用溝２４１の後方側のへりには、可動操作ボード２４０が使用位置に移
動したときに、ストッパーピン２３１を後方に支持する位置に使用位置戻り止め部材２４
５が取り付けられている（図３（ｃ）を参照）。使用位置戻り止め部材２４５は、例えば
板ばねで構成すると良い。
【００５１】
　ストッパーピン２３１を使用位置に移動させるときには、可動操作ボード２４０を前方
に引き出したときに、使用位置戻り止め部材２４５によりストッパーピン２３１が後方に
支持された状態から、前方にさらに荷重をかけるように可動操作ボード２４０を引き出す
。これにより、ストッパーピン２３１が使用位置戻り止め部材２４５を乗り上げ前方に通
過する。同様に、可動操作ボード２４０を使用位置から移動させるときには、後方にさら
に荷重をかけるように可動操作ボード２４０を押し込むことになる。
【００５２】
　以上により、可動操作ボード２４０を収納時に、可動操作ボード２４０を照明する照明
部２２０を用いて、固定操作パネル２０１の下方に位置するプローブコネクタ３等の診断
中に使用する機器もしくは機器のコネクタを照明することで、暗所でもプローブコネクタ
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３の視認が可能となる。
【００５３】
　また、プローブコネクタ３等の診断中に使用する機器もしくは機器のコネクタの照明に
、可動操作ボード２４０を照明する照明部２２０を兼用するため、照明部及び照明部への
配線を１か所に集約することが可能となる。
【００５４】
　さらに、照明部２２０による照明を行った際に、可動操作ボード２４０の位置に応じて
、その形態に対応した操作対象が照明されるため、操作者に操作すべき操作対象の位置を
ガイドすることが可能となる。
【００５５】
　なお、フロントリンク部材２１２の揺動にあわせて照明部２２０の向きが変更されれば
良く、固定操作パネル２０１の後方側と案内支持部材２３０の後方側とのリンク機構は、
リアリンク部材２１６及びロック支持部材２５０による構成に限定されない。
【００５６】
　例えば、固定操作パネル２０１の後方側面に略水平方向を長手方向とした案内溝を有す
るガイド部材を固定し、案内支持部材２３０の後方側面にピンを設け、該案内溝と該ピン
を嵌合させ、固定操作パネル２０１の下方に案内支持部材２３０を支持する構成としても
良い。この場合、案内支持部材２３０が前進揺動位置に移動したときに該ピンは該案内溝
の前方端部に移動し、案内支持部材２３０が後退揺動位置に移動したときに該ピンは該案
内溝の後方端部に移動する。
【００５７】
　また、固定操作パネル２０１上に配置された前記照明スイッチを、超音波プローブの交
換を指示する交換スイッチや超音波画像のフリーズを指示する操作手段と連動させてもよ
い。交換スイッチと連動させる場合は、交換スイッチが押されたときに、可動操作ボード
２４０が収納されている（案内支持部材２３０が後退揺動位置に移動している）場合に、
あわせて照明部２２０に照明させるようにすると良い。また、フリーズを指示する操作手
段と連動させる場合は、フリーズ時に、可動操作ボード２４０が収納されている場合に、
あわせて照明部２２０に照明させるようにすると良い。
【００５８】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態に係る超音波診断装置について、図５を参照して説明する。図５は、第
２の実施形態に係る超音波診断装置の断面図である。図５（ａ）は可動操作ボードを収納
した形態を示し、図５（ｂ）は可動操作ボードを引き出した形態を示している。
【００５９】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、前面に超音波プローブ４を接続するプローブコネ
クタ３が配置された装置本体１と、表示部５と、固定操作パネル６０１と、可動操作ボー
ド６４０とで構成される。本説明では、固定操作パネル６０１及び可動操作ボード６４０
を含むユニットを操作ユニット６と呼ぶ。操作ユニット６には、操作ユニット６の形態に
連動して照明する方向が変化する照明部６２０が設置されている。
【００６０】
　なお、本実施形態に係る超音波診断装置は、第１の実施形態に係る超音波診断装置と操
作ユニット６の部分のみ異なり、図１と同じ番号が付された部分の機能構成は同一である
。そのため、操作ユニット６の構成に着目して説明し、その他の構成については説明を省
略する。
【００６１】
　操作ユニット６の具体的な構成について図６～図８を参照して説明する。図６は、第２
の実施形態に係る超音波診断装置における操作ユニットの駆動を説明するための断面図で
ある。図６（ａ）は可動操作ボード６４０を収納した形態を示している。図６（ｂ）は図
６（ａ）の形態から可動操作ボード６４０の一部を固定操作パネル６０１の下部から引き
出した形態を示している。図６（ｃ）は図６（ｂ）の形態からさらに可動操作ボード６４
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０を引き出した形態を示している。図７は、図６（ｃ）の矢印ＶＩＩの方向からの矢視図
である。図８は、図６（ｃ）の矢印ＶＩＩＩの方向からの矢視図である。なお、図７にお
いて、（）によりかこわれた番号が付された部材は、併記した（）のない番号が付された
部材の裏側に位置するものを示している。
【００６２】
　まず、操作ユニット６の構成の概要について説明する。固定操作パネル６０１の下方に
は、可動操作ボード６４０が、案内支持部材６３０により両側面から支持されている（図
７参照）。このとき可動操作ボード６４０は、案内支持部材６３０に沿って移動可能に案
内される。可動操作ボード６４０の後方側には収納凹部６５０が設けられており、レバー
６２１が収納されている（図８参照）。レバー６２１は、一端が収納凹部側面部６５２に
架設された回転軸６２２に回転可能に係止されており、巻きばね６２３により上方に回転
するように付勢されている。レバー６２１の他端には照明部６２０が固定されており、照
明部６２０はレバー６２１の回転にあわせて異なる方向に向けられる。可動操作ボード６
４０を固定操作パネル６０１の下方に押し込んだときには、レバー６２１は固定操作パネ
ル６０１に抑え込まれることで下方に回転し、照明部６２０が固定操作パネル６０１の下
方に位置するプローブコネクタ３を照明する方向に向けられる（図６（ａ）参照）。可動
操作ボード６４０を固定操作パネル６０１の下方から引き出したときには、レバー６２１
が巻きばね６２３による付勢で上方に回転し、照明部６２０が引き出された可動操作ボー
ド６４０の上面を照明する方向に向けられる（図６（ｃ）参照）。以降で操作ユニット６
を構成する各部の詳細について具体的に説明する。
【００６３】
　固定操作パネル６０１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の固定操作パネル２０
１と同一の機能構成となる。また、可動操作ボード６４０は、第１の実施形態に係る超音
波診断装置の可動操作ボード２４０と同一の機能構成となる。
【００６４】
　案内支持部材６３０は、図６（ａ）～図６（ｃ）及び図７に示すように、支持部材６１
１及び６１２により、固定操作パネル６０１の下方に固定されている。また、案内支持部
材６３０は、図７に示すように、略コ字型の断面形状を有し、可動操作ボード６４０の両
側面と嵌合することで、可動操作ボード６４０を固定操作パネル６０１の下方に支持する
。
【００６５】
　案内支持部材６３０と可動操作ボード６４０の間は固定されておらず、可動操作ボード
６４０を案内支持部材６３０に沿って移動させることが可能である。つまり、可動操作ボ
ード６４０は、案内支持部材６３０により、固定操作パネル６０１に対して下方に収納さ
れる位置（図６（ａ）参照、以降はこの位置を「収納位置」と呼ぶ）と、可動操作ボード
６４０が固定操作パネル６０１の下から手前側に引き出される位置（図６（ｃ）参照、以
降はこの位置を「使用位置」と呼ぶ）との間を移動可能に案内される。可動操作ボード６
４０の具体的な動作については後述する。
【００６６】
　可動操作ボード６４０の後方側には、図６（ａ）～図６（ｃ）及び図８に示すように、
レバー６２１を収納する収納凹部６５０が設けられている（レバー６２１については後述
する）。なお、収納凹部６５０の前方内側の面を収納凹部底面部６５１、収納凹部６５０
の内側側面を収納凹部側面部６５２と呼ぶ。
【００６７】
　回転軸６２２は、図７及び図８に示すように、収納凹部側面部６５２に架設されている
。
【００６８】
　レバー６２１は、図６～図８に示すように、一端が回転軸６２２で可動操作ボード６４
０に係止され、回転軸６２２を軸に回転可能に設置されている。レバー６２１は、巻きば
ね６２３により回転軸６２２を軸に上方に回転するように付勢されている。
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【００６９】
　レバー６２１は、可動操作ボード６４０が使用位置に移動したときに、巻きばね６２３
による付勢で上方に回転する（図６（ｃ）を参照）。また、レバー６２１は、可動操作ボ
ード６４０が収納位置に移動したときに、固定操作パネル６０１に抑え込まれることで下
方に回転する（図６（ｂ）及び図６（ａ）を参照）。
【００７０】
　このとき、収納凹部底面部６５１は、図６（ａ）～図６（ｃ）及び図８に示すように、
回転軸６２２を軸にしたレバー６２１の回転を阻害しない位置に設けられていることが望
ましい。
【００７１】
　照明部６２０は、図６（ａ）～図６（ｃ）に示すように、レバー６２１の回転軸６２２
とは反対の一端に固定され、レバー６２１の回転に連動して異なる方向に向けられる。
【００７２】
　レバー６２１が回転軸６２２を軸に上方に回転したときには、図６（ｃ）に示すように
、照明部６２０は、前方の使用位置に移動した可動操作ボード６４０の上面を照明する方
向に向けられる。
【００７３】
　また、レバー６２１が回転軸６２２を軸に下方に回転したときには、図６（ａ）に示す
ように、照明部６２０は、固定操作パネル６０１の下方に位置するプローブコネクタ３を
照明する方向に向けられる。これにより、固定操作パネル６０１の下方に位置するプロー
ブコネクタ３等の診断中に使用する機器もしくは機器のコネクタを照明することが可能と
なる。
【００７４】
　可動操作ボード６４０の具体的な動作について図６（ａ）～図６（ｃ）を参照しながら
説明する。案内支持部材６３０の前方には可動操作ボード６４０の側面と嵌合する側にス
トッパーピン６３１が設けられている。また、可動操作ボード６４０の両側面には位置制
限用溝６４１が設けられている。位置制限用溝６４１はストッパーピン６３１と嵌合して
おり、これにより、案内支持部材６３０に沿った可動操作ボード６４０の移動は収納位置
と使用位置との間に制限される。
【００７５】
　位置制限用溝６４１の前方側には収納位置制限部６４２が設けられている。可動操作ボ
ード６４０は、この収納位置制限部６４２とストッパーピン６３１により収納位置よりさ
らに後方への移動が制限される（図６（ａ）を参照）。
【００７６】
　また、位置制限用溝６４１の後方側に使用位置制限部６４３が設けられている。可動操
作ボード６４０は、この使用位置制限部６４３とストッパーピン６３１により使用位置よ
りさらに前方への移動が制限される（図６（ｃ）を参照）。
【００７７】
　位置制限用溝６４１の前方側のへりには、可動操作ボード６４０が収納位置に移動した
ときに、ストッパーピン６３１を前方に支持する位置に収納位置戻り止め部材６４４が取
り付けられている（図６（ａ）を参照）。収納位置戻り止め部材６４４は、例えば板ばね
で構成すると良い。
【００７８】
　ストッパーピン６３１を収納位置に移動させるときには、可動操作ボード６４０を後方
に押し込んだときに、収納位置戻り止め部材６４４によりストッパーピン６３１が前方に
支持された状態から、後方にさらに荷重をかけるように可動操作ボード６４０を押し込む
。これにより、ストッパーピン６３１が収納位置戻り止め部材６４４を乗り上げ後方に通
過する。同様に、可動操作ボード６４０を収納位置から移動させるときには、前方にさら
に荷重をかけるように可動操作ボード６４０を引き出すことになる。
【００７９】
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　同様に位置制限用溝６４１の後方側のへりには、可動操作ボード６４０が使用位置に移
動したときに、ストッパーピン６３１を後方に支持する位置に使用位置戻り止め部材６４
５が取り付けられている（図６（ｃ）を参照）。使用位置戻り止め部材６４５は、例えば
板ばねで構成すると良い。
【００８０】
　ストッパーピン６３１を使用位置に移動させるときには、可動操作ボード６４０を前方
に引き出したときに、使用位置戻り止め部材６４５によりストッパーピン６３１が後方に
支持された状態から、前方にさらに荷重をかけるように可動操作ボード６４０を引き出す
。これにより、ストッパーピン６３１が使用位置戻り止め部材６４５を乗り上げ前方に通
過する。同様に、可動操作ボード６４０を使用位置から移動させるときには、後方にさら
に荷重をかけるように可動操作ボード６４０を押し込むことになる。
【００８１】
　以上により、本実施形態に係る超音波診断装置は、第１の実施形態に係る超音波診断装
置と同様の効果が得られ、さらに、その構造が簡素化されるため作成に係るコストを低減
することが可能となる。
【００８２】
　なお、可動操作ボード６４０の動作に連動したレバー６２１の動作は、少なくとも可動
操作ボード６４０を使用位置に引き出したときに上方に回転し、可動操作ボード６４０を
収納位置に押し込んだときに下方に回転すれば良く、巻きばね６２３による付勢に限定す
るものではない。例えば、ギアを用いて可動操作ボード６４０とレバー６２１の動作を上
述したように連動させても良い。
【符号の説明】
【００８３】
　１　装置本体　　２　操作ユニット　　３　プローブコネクタ
　４　超音波プローブ　　５　表示部　　６　操作ユニット
　２０１　固定操作パネル　
　２１１，２１５　支持部材　　２１２　フロントリンク部材
　２１３、２１４、２１７、２１８　回転軸
　２１６　リアリンク部材、　２１９　シャフト部材
　２２０　照明部
　２３０　案内支持部材　　２３１　ストッパーピン
　２４０　可動操作ボード
　２４１　位置制限用溝　　２４２　収納位置制限部　　２４３　使用位置制限部
　２４４　収納位置戻り止め部材　　２４５　使用位置戻り止め部材
　２５０　ロック支持部材　　２５１　ロック部材設置溝
　２５２　前進揺動位置ロック部材　　２５３　後退揺動位置ロック部材
　６０１　固定操作パネル
　６１１、６１２　支持部材
　６２０　照明部
　６２１　レバー　　６２２　回転軸
　６３０　案内支持部材　　６３１　ストッパーピン
　６４０　可動操作ボード
　６４１　位置制限用溝　　６４２　収納位置制限部　　６４３　使用位置制限部
　６４４　収納位置戻り止め部材　　６４５　使用位置戻り止め部材
　６５０　収納凹部　　６５１　収納凹部底面部　　６５２　収納凹部側面部



(13) JP 5405272 B2 2014.2.5

【図２】 【図３】

【図４】 【図６】



(14) JP 5405272 B2 2014.2.5

【図７】

【図８】



(15) JP 5405272 B2 2014.2.5

【図１】



(16) JP 5405272 B2 2014.2.5

【図５】



(17) JP 5405272 B2 2014.2.5

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  佐藤　友広
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  小野寺　英雄
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内

    審査官  松谷　洋平

(56)参考文献  特開２００８－１２６０１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２７５３０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０７８１０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１８２６３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０８３４７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２６３９５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２６１５０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６０－０７０３３９（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　８／００　　　　



专利名称(译) 超声诊断设备

公开(公告)号 JP5405272B2 公开(公告)日 2014-02-05

申请号 JP2009254874 申请日 2009-11-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) 东芝公司
东芝医疗系统有限公司

当前申请(专利权)人(译) 东芝公司
东芝医疗系统有限公司

[标]发明人 倉俣勝輝
平久井克也
佐藤友広
小野寺英雄

发明人 倉俣 勝輝
平久井 克也
佐藤 友広
小野寺 英雄

IPC分类号 A61B8/00

FI分类号 A61B8/00

F-TERM分类号 4C601/EE11 4C601/KK43

其他公开文献 JP2011098077A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用于照明，其位于所述固定操作面板下部可动操作板一个照明单元在装
置主体前面的超声诊断设备。 和从装置主体上设置的前侧，以便覆盖探
头连接器本体，一可动操作板，所述可动操作板被容纳在下部相对于所
述固定的操作面板的装置定影操作面板其存放位置时，引导支承部件，
所述可动操作板导向件支承所述可动操作板为可移动的，并使用位置，
以从固定操作面板下被吸引到近前侧，所述可动操作板使用位置移动
时，然后被引导到照亮在使用位置，当所述可动操作板被移动到缩回位
置的前方移动的可动操作板的上表面上，照亮定位在固定操作面板下方
的探头连接器并且照明单元指向光入射的方向。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0eebf7af-23a6-491e-bbcb-5afadf3c2007
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044189752/publication/JP5405272B2?q=JP5405272B2

